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 第18回    熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化 

対策特別委員会会議記録 

 

平成30年12月12日（水曜日） 

            午前９時58分開議 

            午前11時27分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1)有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

(2)地球温暖化対策に関する件について 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長  山 口   裕 

        副委員長  浦 田 祐三子 

        委   員 西 岡 勝 成 

        委   員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

     委  員 氷 室 雄一郎 

委  員 井 手 順 雄 

委   員 小早川  宗 弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員  田 大 造

                委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 山 本 伸 裕 

委  員 竹 﨑 和 虎 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部 長 田 中 義 人 

        環境局長 久 保 隆 生 

      環境政策課長 横 尾 徹 也 

    環境立県推進課長 橋 本 有 毅 

環境保全課長 緒 方 和 博 

      自然保護課長 古 家 宏 俊 

循環社会推進課長 城 内 智 昭 

 企画振興部 

        審議員兼 

   交通政策課課長補佐 江 橋 倫 明 

 商工観光労働部 

     新産業振興局長 村 井 浩 一 

      産業支援課長 末 藤 尚 希 

   エネルギー政策課長 坂 本 公 一 

 農林水産部 

部 長 福 島 誠 治 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        水産局長 木 村 武 志 

農林水産政策課長 千 田 真 寿 

農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

農地整備課長 福 島 理 仁 

森林整備課長 松 木   聡 

水産振興課長 山 田 雅 章 

漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

水産研究センター所長 中 野 平 二 

 土木部 

総括審議員兼 

河川港湾局長 永 松 義 敬 

土木技術管理課長 田 尻 雅 裕 

審議員兼 

都市計画課課長補佐 守 屋 芳 裕 

下水環境課長 渡 辺 哲 也 

河川課長 竹 田 尚 史 

  港湾課長 松 永 清 文 

  建築課長 松 野 秀 利 

 教育委員会事務局 
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      義務教育課長 髙 本 省 吾 

 企業局 

      総務経営課長 西 浦 一 義 

        工務課長 伊 藤 健 二 

 警察本部 

      交通部参事官 森   教 烈 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 孔 明 

   政務調査課主幹   西 野 房 代 

 

     ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○山口裕委員長 おはようございます。ただ

いまから、第18回有明海・八代海再生及び地

球温暖化対策特別委員会を開催します。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いします。 

 議題(1)有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業振興に関

する件及び(2)地球温暖化対策に関する件に

ついて、一括して執行部から説明を受け、質

疑は議題ごとに行いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。 

 それでは、順次説明をお願いします。 

 まず、(1)有明海・八代海の環境の保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件の①有明海・八代海の再生に係る

提言への対応についての説明をお願いしま

す。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いします。 

 この表に記載の提言に基づく各施策に係る

今年度の取り組み状況につきまして、前回か

ら変更のあった主なものを関係課より説明さ

せていただきます。 

 まず、表に記載の黒丸の項目について説明

させていただき、二重丸をつけております項

目につきましては、別冊のほうで変更箇所を

中心に説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 引き続き、環境立県推進課から説明させて

いただきます。 

 普及啓発活動の展開でございます。 

 前回からの変更箇所は太字にしておりま

す。そのうち、主なものとして、下線を引い

た部分を中心に説明させていただきます。 

 ２、平成30年度の取り組みにつきまして、

②取り組み状況等をごらんください。 

 (4)でございますが、熊本の希少生物や身

近な自然環境保全について、県民向けの講

座、生物多様性くまもとセミナーを開催しま

した。また、12月には、天草地方の海辺の自

然等をテーマに、第３回を開催予定です。 

 普及啓発活動の展開について、説明は以上

でございます。 

 

○山口裕委員長 執行部の方にお願いしま

す。 

 最初、発言いただく最初のときは、一度立

っていただいて説明をお願いします。 

 それでは、酒瀬川農業技術課長、お願いし

ます。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 着座にて御説明をさせていただきます。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 農業・畜産対策の家畜ふん尿の適切管理の

継続についてでございます。 

 一番下の平成30年度の取り組みの②の取り

組み状況等でございます。 

 下線部等の主なものについて御説明いたし

ます。 



第18回 熊本県議会 有明海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員会会議記録（平成30年12月12日) 

 - 3 - 

 (3)でございますが、11月に、畜産環境保

全月間としまして、市町村、農業団体と連携

して、家畜排せつ物や堆肥等の適正管理につ

きまして、啓発資料を配布し、畜産農家への

指導の徹底を図っております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 農業・畜産対策の耕畜連携による堆肥の広

域流通についてでございます。 

 一番下の段の平成30年度の取り組みの②の

取り組み状況等でございます。 

 (3)でございますが、11月20日に堆肥共励

会やスキルアップセミナーを開催しまして、

良質堆肥の生産者の表彰と堆肥の有効利用の

研修会を実施しております。 

 次に、(6)でございます。 

 県の事業等によりまして、９月よりも１カ

所ふえ、４カ所に堆肥舎の整備や堆肥の切り

返し機でありますホイルローダーの導入が行

われております。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○中野水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 10ページをお願いいたします。 

 養殖場から排出される負荷の削減でござい

ます。 

 平成30年度の取り組み、②取り組み状況を

お願いいたします。 

 下線部の主なものについて御説明させてい

ただきます。 

 (3)でございます。 

 ４月から、里海協会と共同でヒトエグサ人

工採苗網の作成に取り組み、９月に、昨年よ

り80枚多い508枚を５地区７業者に配布いた

しました。 

 水産研究センターは以上でございます。 

 

○山口裕委員長 続きまして、②海域毎の再

生に向けた取組みについて説明をお願いしま

す。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 別冊の「海域毎の再生に向けた取組み」を

ごらんください。 

 本資料につきましても、９月議会からの修

正箇所を中心に御説明させていただきます。 

 また、修正箇所につきましては、朱書きに

て表記しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 資料７ページをお願いいたします。 

 有明海再生に向けた取り組みの(エ)漁場環

境改善の事業の最下段をお願いいたします。 

 現在の取り組みでございますが、熊本市、

宇土市地先におきまして、今年度事業の覆砂

の造成面積16ヘクタール及び作れいを実施済

みとなります。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 ②公共事業の取り組みにつきましては、現

在の取り組みでございますが、先ほどの説明

と一部重複となります熊本市、宇土市地先の

覆砂、作れいが実施済みで、天草市五和町地

先では、藻場造成を実施中でございます。 

 また、最下段のアサリの生息密度の調査結

果につきまして、今年度分の春季分を更新し

ております。有明海の覆砂漁場のアサリ生息

量は、その周辺の天然漁場と比べますと高い

という結果が得られております。 

 次のページをお願いいたします。 

 前回の９月委員会時に、覆砂事業の効果に

ついてお尋ねがございましたので、少し概略

的ではございますが、覆砂の効果について御

説明させていただきます。 

 まず、覆砂の目的としましては、底質の悪

化した干潟に覆砂を行うことで、漁場環境の

改善や漁場面積の拡大を図り、アサリ生産量

の増加を目指しています。 

 ２つ目の四角をお願いします。 
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 事業を実施するに当たりまして、その効果

となる便益がなければ、事業採択とはなりま

せんので、国のマニュアルに基づいて、便益

を評価するため、効果の分析を行っておりま

す。 

 具体的には、下に示しております１)の水

産物の生産性向上や、２)の地域産業の活性

化、また、３)の水質浄化機能などといった

評価項目について、便益計算を行い、これら

の算定結果が客観的に評価できれば、事業を

実施することができます。 

 右側に工事の写真を載せております。 

 覆砂の耐用年数を10年と設定しまして、ア

サリの生息環境の確保や潮流による砂の流出

などを考慮し、厚さ約30センチで施工してお

ります。 

 最下段の四角をお願いします。 

 一方で、事業実施後に実際どの程度の効果

が発現しているのか、確認・検証をしており

ます。 

 その一つが、①の覆砂漁場と天然漁場の生

息密度調査です。前のページでお示ししまし

たのは、有明海の調査結果を端的にまとめた

もので、アサリ稚貝の発生量やその後の分布

量の変化などを確認しております。 

 ②の漁協への生産量確認調査では、各漁協

さんで集計された生産量などから、漁場にお

ける漁獲推移を確認しております。 

 次のページをお願いします。 

 ここで、覆砂事業整備後の具体的な効果事

例を御紹介します。 

 宇土市長浜地先の漁場におきましては、平

成25年度及び28年度に合わせて５ヘクタール

の覆砂を実施しました。 

 最上段、左側の図１は、25年度に実施しま

した覆砂漁場と周辺の天然漁場との生息密度

調査の結果です。赤線の覆砂漁場のほうが、

青線の天然漁場より高い生息密度となってお

り、アサリの着底促進効果が確認できます。 

 右側の図２は、生産量の推移をあらわして

おります。平成26年から28年は、著しく落ち

込んだ生産量となっておりましたが、29年及

び本年は、覆砂事業を行った５ヘクタール分

について期待される目標値を上回る生産量と

なっており、事業による効果が発現されたも

のと考えております。 

 一方で、覆砂整備を実施すれば終わりでは

なく、その後の漁業者の方々による漁場管理

の取り組みが重要です。地元の網田漁協さん

では、ア)稚貝の保護区を設定されたり、イ)

食害生物を防止するネットを設置されたり、

ウ)砂利を入れた網袋を置き、稚貝の着底促

進を図るなど、生産量を確保するため、積極

的に漁場管理に取り組んでおられ、県もその

支援を行っております。 

 皆さんのこうした努力が実り、生産量の増

加につながったものと考えており、本年５月

には、観光潮干狩りが数年ぶりに再開される

といった明るい話題にも至っております。ま

た、ほかの地区においても、幾分差はござい

ますが、覆砂事業による効果は確認されてお

ります。 

 県では、漁場ごとに環境が異なっているた

め、水産資源の回復に向け、下支えとなる各

種必要な事業に取り組んでいるところです。 

 今後も、引き続き、関係市町、漁協など、

関係機関とも協力し、漁業者の皆様からの要

望にお応えできる事業を計画的に実施してま

いりたいと考えております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

 資料11ページをお願いいたします。 

 (3)栽培漁業及び資源管理型漁業の推進で

ございます。 

 ①放流体制及び放流する魚種と尾数の状況

です。 

 今年度の放流事業は、これまでに、ほぼ計
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画どおり、または計画を上回る放流を終了い

たしております。 

 左の図に示しますように、有明海において

は、クルマエビ950万尾を、有明海４県共同

放流と国の有明海再生事業で放流いたしてお

ります。そのほか、ガザミ173万尾、ヒラメ

５万尾、ウナギ2,900尾などの放流を行って

おります。 

 13ページをお願いいたします。 

 (4)持続的養殖漁業の推進、ノリ養殖業に

ついてです。 

 現在の取り組み、環境変化に対応した養殖

の推進でございます。 

 ことしは、適水温であります23度Ｃ以下と

なった10月25日から採苗を開始し、種つけに

つきましては、おおむね順調に終了をいたし

ております。 

 申しわけございません。資料には記載して

おりませんが、先週12月６日に、ことしの第

１回目の入札会が行われております。出品枚

数は、約3,600万枚で、昨年度同期比で95％

と、ほぼ同じ枚数が出品されましたが、珪藻

プランクトンによる赤潮の発生のため、ノリ

の色落ちが発生し、落札金額は約４億7,000

万円で、昨年度同期比62％、単価は13.04円

で、同じく66％と昨年を下回っております。

入札会は、来年４月まで、合計９回行われる

予定でございます。 

 現在、色落ちは回復傾向にありますが、今

後も海域の状況把握に努めるとともに、関係

機関と情報を共有しながら、病害対策や品質

向上を目的とした秋芽網の一斉撤去など、必

要な助言や指導を行ってまいります。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 資料17ページをお

願いいたします。 

 八代海再生に向けた取り組みの修正点につ

いて御説明します。 

 ①公共事業の取り組みにつきましては、現

在の取り組みでございますが、八代市金剛地

区、氷川町、宇城市地先での覆砂は実施済み

で、現在は、残る八代市二見地区での覆砂事

業を実施中でございます。 

 また、最下段には、有明海と同様に、覆砂

漁場の調査結果につきまして、今年度の春季

分の更新をしておりまして、覆砂漁場のアサ

リ生息量は、その周辺の天然漁場に比べます

と、高いという結果が得られております。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 19ページをお願いいたします。 

 (2)栽培漁業及び資源管理型漁業の推進に

ついて、放流の尾数でございますが、八代海

においても、今年度の放流事業は、これまで

にほぼ終了いたしております。 

 左の図に示しますように、八代海において

は、ヒラメ57万尾、イサキ25万尾、マダイ88

万尾、クルマエビ等236万尾、ガザミ54万尾

などの放流を行っております。 

 21ページをお願いいたします。 

 (3)持続的養殖漁業の推進①です。 

 現在の取り組みの上から３つ目の丸、藻

類・貝類の養殖技術指導についてです。 

 ヒトエグサの人工採苗技術による量産化実

証試験に取り組んでおりますが、９月下旬に

508枚の人工的に種つけを行った網を生産者

へ配布を行っております。 

 また、マガキ地元産稚貝の確保のための天

然採苗試験を６月から10月までに実施いたし

ております。今後、採苗可能で適した海域や

水深帯を分析していく予定でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 ②でございますが、養殖業の大きな課題で

あります赤潮対策についてですが、初期段階

のまだ赤潮が小規模なときに、拡大を防ぎ、

被害を防止するため、県海水養殖漁協が、粘

土や塩を散布いたします。 
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 表に示しますように、昨年度も、赤潮が発

生した際、塩や粘土の散布を行い、被害拡大

の防止に役立っておりますが、平成30年度に

ついては、赤潮が発生しましたが、高密度化

せず、粘土等の散布は行っておりません。 

 続いて、ちょっと飛びますが、36ページを

お願いいたします。 

 35ページから漁業生産金額についての資料

を追加させていただいております。 

 36ページ、まず、魚類の漁獲金額の推移で

ございます。 

 県内の魚類漁獲金額は、平成元年の200億

円をピークに減少傾向が続いておりました

が、平成16年以降、50億円前後で推移をいた

しております。 

 次に、アサリの漁獲金額の推移です。 

 アサリの漁獲金額は、昭和54年の約93億円

をピークに減少し、平成25年以降は１億円程

度で推移しておりましたが、平成29年は約３

億円まで増加しております。 

 37ページをお願いいたします。 

 ノリ生産金額及び単価の推移です。 

 ノリ生産金額は、80億から140億円、単価

は８円から14円で推移いたしております。生

産金額は、平成26年以降、単価では、平成25

年以降、上昇傾向にあります。 

 魚類養殖生産額の推移でございます。 

 ブリ類の養殖生産額は、近年、60億円前後

で推移しております。マダイは、60億円前後

で推移し、近年、80億円まで増加をいたして

おります。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 次に、(2)地球温暖化対策

に関する件の地球温暖化対策に関する提言へ

の対応について説明をお願いします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 以降、着座にて御説明させていただきま

す。 

 説明資料の27ページをお願いします。 

 この表に記載の提言項目に基づく県の取り

組みのうち、今年度の取り組み状況につきま

して、前回から変更のあった主なものを関係

課より説明させていただきます。 

 28ページをお願いします。 

 提言項目、(1)事業活動における取り組み

の推進でございますが、今年度の取り組み状

況等について、次の29ページをごらんくださ

い。 

 前回からの変更箇所は太字にしておりま

す。前回以降の主な動きとして、下線部分を

中心に御説明させていただきます。 

 ページの真ん中より下、(2)事業者への情

報提供、支援の(イ)省エネ・温暖化対策に関

する講座等の実施でございますが、下線に記

載のとおり、県内家庭部門の省エネルギーの

取り組みを進めるため、県内の住宅建築関連

事業者を対象として、ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウスいわゆるＺＥＨの普及促進を目

的としたセミナーを10月に開催いたしまし

た。 

 事業活動における取り組みの推進につい

て、説明は以上です。 

 

○江橋交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 着座にて御説明させていただきます。 

 資料30ページをお願いいたします。 

 (2)公共交通機関の利用促進に係る提言に

ついてでございます。 

 下、31ページをお願いいたします。 

 ②取り組み状況等の欄の(1)の下線部分で

ございますが、環境に配慮した運転でありま

すエコドライブの普及を図るため、県内の企

業、団体及び個人でエコドライブ診断機器を

つないでいくエコドライブ診断リレーを実施

しておりますが、10月末時点で、19団体、96

人が、この取り組みに参加しております。 
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 次に、(3)の下線部分でございますが、Ｊ

Ｒ豊肥本線を活用した空港ライナーの運行に

つきましては、10月末までで、前年より約８

％多い６万1,493人の方に御利用いただいて

おります。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 説明資料の32ページをお願いします。 

 提言項目、(3)家庭における取り組みの強

化でございますが、次の33ページをごらんく

ださい。 

 (1)、(イ)各種広報・イベントの実施で

は、総ぐるみくまもと環境フェアを、11月18

日の日曜日に熊本市の下通で開催し、多くの

方々に環境問題についての情報提供、啓発等

を行いました。 

 次に、(ウ)地域の学習会への講師派遣やＰ

Ｒ活動の実施による普及啓発では、啓発冊

子、くまエコ学習帳等を活用した学校向けの

出前講座を、小学校、中学校の児童生徒に実

施しております。 

 家庭における取り組みの強化について、説

明は以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 着座にて説明いたします。 

 34ページの提言項目の(4)森林吸収源対策

の推進についてでございますが、次の35ペー

ジをごらんください。 

 取り組み状況、(1)でございますが、森林

所有者の負担軽減に配慮しつつ、森林整備を

推進するため、森林組合等に対し、補助事業

を活用した計画的な事業実施をお願いしてい

るところです。間伐の実施面積は、10月末現

在で1,171ヘクタールとなっております。 

 また、(2)の企業等の森づくりの促進に関

しましては、去る11月に、日本たばこ産業株

式会社に対しまして、取り組み10年をたたえ

る知事表彰を行ったところであります。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口裕委員長 以上で執行部からの説明が

終わりました。 

 まず、有明海・八代海の環境の保全、改善

及び水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について質疑を受けたいと思います。

質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 ２点お伺いをいたしたいと

思いますが、まず、この別冊の生産量の変化

を見ながら思ったんですが、アサリにして

も、真珠の養殖にしても、真珠の養殖は、中

国から稚貝か何か母貝か持ってきて、ウイル

スかまだはっきりわからないんですけれど

も、赤変現象が起きて、生産量が最大80億あ

ったのが、もう何億円というぐらいまで、１

割ぐらいまで落ちてしまったんですね。その

原因が、まだはっきりわからないんですけれ

ども、その曲線とこのアサリの曲線が、非常

に私は似ているような感じがしてしようがな

いんですが、アサリも、韓国とか、中国と

か、北朝鮮もあったと思いますけれども、蓄

養で持ってきていますね、有明海にも。しば

らく何カ月か置いて出すような形。 

 今どういう形態で、そういう外国産が有明

海あたりに蓄養されている、何カ月ぐらいさ

れてますか、どのぐらいの量が。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 アサリにつきましては、蓄養ということで

御質問かと思いますけれども、蓄養につきま

しては、出荷のための一時的な保管というこ

とになります。 

 私ども水産の関係では、通常、養殖をする

場合には、区画漁業権の設定を受けて養殖を

しなければなりませんが、中間育成、出荷ま
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での中間保持という形であれば、いわゆる漁

業権の免許を受けなくて、一時的に出荷調整

をすることができるということでございま

す。 

 そのため、私どもが、免許もしくは許可を

出すというような行為を行っておりませんの

で、正確なデータを実は持ち合わせておりま

せん。 

 ただ、いろいろ漁業者の方等々にお聞きを

いたしますと、やはり中国や北朝鮮、韓国か

らアサリについては持ってこられて、干潟の

一部地域に置かれたりということで、出荷調

整をされているというふうに聞いておりま

す。 

 期間的には、一般的に多いのは秋口から、

要するに水温が高い時期は移動しにくいとい

うことで、秋口から冬にかけて主に持ってこ

られて、春までに出荷をされる場合が多いと

いうふうに聞いております。 

 

○西岡勝成委員 真珠の場合は、やっぱり海

外から持ってきたやつが、ウイルスは長い間

に共生するんですね。共生して、もう抵抗力

がついて、例えば中国産の貝だと抵抗力がで

きてますから死なないんですけれども、こっ

ちの日本の貝は、抵抗力が何もそのウイルス

に対してないと。それで、ばかばか死ぬんで

すよ。 

 この曲線を見とると、真珠の、要するにア

コヤガイが死んでいった曲線とアサリガイの

生産量が落ちていった曲線が非常に似てる。

これはやっぱり、もしかすると海外産のアサ

リにウイルスがあって、こっちの要するに抵

抗力がない──風邪でも一緒じゃないです

か。ぱっと来たら、香港風邪かなんか知らぬ

けれども、ぱっと広がって安定していくんで

すけれども、そういう曲線と非常に似たよう

な感じがするので、これで有明海の貝が──

水温とかいろいろありますよ。可能性もある

けれども、全滅的な壊滅的な影響を受けたよ

うな、この曲線を見ていると、そういう感じ

がしてならないんですけれども、その辺の研

究というのは、された経緯はあるんですか。 

 

○木村水産局長 水産局の木村でございま

す。 

 アサリの減少に係る病害的な診断につきま

しては、寄生虫、ウイルス並びに細菌、いろ

んなことが行われておりますが、まだ全国的

にこの減少傾向を説明するような状況には至

っておりません。いろんな複合的な要因が重

なって現在の漁獲量になっているということ

が、アサリの全国的な研究会の中では報告さ

れております。 

 

○西岡勝成委員 蓄養というのは、ほかの地

域でもやっぱりアサリの産地でもされてるん

ですか。有明海だけ。 

 

○山田水産振興課長 正確ではございません

が、他地域でも蓄養というのはされてるかと

思っております。 

 

○西岡勝成委員 この辺は非常に注意をしと

かないと、ウイルスは共生するんですね。共

生して、長い間抵抗力ができてくる。する

と、こっちのやつは全然抵抗力を持たないか

ら、ばっと死ぬんですよ。真珠が、もうよか

例だった。80億はあったやつが、もう10億台

以下に落ちていったんですね。クルマエビも

そうです。クルマエビも、台湾からの稚魚で

ウイルスが入って、ばあっと日本一の生産量

が落ち込んでいったわけですけれども、その

辺のことを考えると、やたら海を越えて海域

を越えて物を入れるというのは、非常に私は

危険性があると思います。その辺の研究もま

だまだする必要があると思います。 

 もう１つ、マイクロプラスチックの件です

が、この前ちょっと資料を見ておりました

ら、東京湾とか大きな河川が入り込んでいる
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湾のマイクロプラスチックの量が、やっぱり

結構魚に多いという調査の報告が新聞であっ

たと思うんですけれども、出ておりました。 

 有明海、八代海も非常に閉鎖性の強い海で

す。そして、河川も結構あちこちから都市部

から流れてきてるので、マイクロプラスチッ

クの調査もやっぱり徐々にやっとかないと、

水俣病みたいに後から大変なことになるとい

けませんので。 

 この前もテレビでやっておりましたが、プ

ラスチックのストローから木の間伐材を使っ

たストローに変わっているようなあれもあり

ましたけれども、そういう啓発も含めて──

私も、白川沿いを熊本におるときはよう散歩

するんですが、橋の上にはたばこの吸い殻が

山んごとある。だいぶ最近は少なくなりまし

たが、ああいうのももう雨が降ったら直接川

に流れていくんですよ。 

 ああいう啓発をやっぱりしていかないと、

一時からすれば、町なかのたばこの吸い殻と

いうのは、随分私は少なくなったと思います

けれども、やっぱり啓発活動をすることが、

自分たちの海域というか環境は自分たちで守

るという意識づけをもうちょっとすべきだと

思います。 

 一回海に入ると、なかなかこれがもう回収

も大変だし、また波で粉々になってマイクロ

化していくわけですから、いろんな問題が惹

起されてくると思いますので、その辺の啓発

は、ぜひ愛煙家の人たちにも──また橋のそ

ばだと、ちょうど繁華街から飲み屋街から渡

るところなもので、橋の上というのは解放感

があるんですかね。橋の上には本当にたばこ

の吸い殻が多い。ぜひひとつ、将来のために

も、非常に世界的にも問題化してますので、

ぜひその辺の啓発運動は広げていただきた

い。何かその対策を。 

 

○山口裕委員長 マイクロプラスチックにつ

いては。 

 

○西岡勝成委員 調査するあれはありません

か。 

 

○城内循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。着座にて失礼いたします。 

 マイクロプラスチックの縮減に関する啓発

に関してのお話でございました。 

 マイクロプラスチックに関しましては、も

う連日新聞報道等でも見ない日がないぐら

い、いろんなところで問題が取り上げられて

いる状況でございます。 

 最近の大きな動きについて２点ほど申し上

げますと、まず、国のほうで啓発活動を進め

ようという意味も込めまして、各自治体です

とか企業あるいは個人の取り組みを、こうい

う取り組みをしましたという形で登録をし

て、それを国内外に発信していこうというふ

うな形で、プラスチック・スマート運動とい

うのを開始するという形が１つでき上がって

おります。本県におきましても、そういった

取り組みに賛同して発信を行っていくという

ことが１つ。 

 それから、来年のＧ20に向けて、プラスチ

ックの資源循環戦略というのを国において策

定する。これは、現在、国の中央環境審議会

のほうで審議されて、今パブリックコメント

にかけておられるような状況ですけれども、

こちらに関しましては、例えばレジ袋の有料

化ですとか、具体的な削減目標等を定めたと

ころで今検討されております。 

 県といたしましても、そういった国の動き

を注視しながら、従来から行っております各

市町村との連携によります啓発活動等、こう

いったことを継続してやっていかなければと

いうところでございます。 

 １つ、現時点で、県庁として何かゼロ予算

で率先行動というのができないかという意味

を込めまして、今現在、庁内に関しまして、

改めて県庁内で出ますプラスチックごみの適
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正な分別について周知を行ったという点が１

つと、もう１つ、庁内の各課でいろんな事業

でつくったいわゆるエコバッグ、こういった

ものを、ひょっとしたらどこかに在庫があっ

て、それを集めて庁内で再度使えるようなこ

とができないかということで、今現在ちょっ

と照会をかけておると、そういうふうな動き

をしております。大体そんなところでござい

ます。 

 

○西岡勝成委員 水産のほうで調査をする気

持ちはないんですか。有明海、八代海のマイ

クロプラスチックの量とか、そういうもの

を。 

 

○田中環境生活部長 環境生活部長でござい

ます。着座で説明させていただきます。 

 最初に西岡委員がお話になった新聞のこと

につきまして、あれはたしか大学が研究をな

さった成果を御発表になったかと思います。 

 済みません、今ちょっと確認しましたけれ

ども、例えば県の保健科学研究所、そちらの

ほうで、この微細なマイクロプラスチックに

ついての把握ができるかということについ

て、今確認しましたけれども、現状ではちょ

っと難しいということでございます。 

 今お聞きしておりますのは、環境省が、や

はり大学等の研究機関の協力を得て、全国的

に今調査を進めようかと、そういうふうな状

況というふうに伺っております。 

 以上でございます。 

 

○西岡勝成委員 閉鎖性の非常に多いとこ

ろ、有明海は、八代海も含めて、ぜひ、国の

ほうでもどこでも結構ですので、そういう調

査を前もってしとく必要があると思いますの

で、よろしくお願いしときます。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○井手順雄委員 漁業法改正案というのが国

会で可決されたというような新聞報道等があ

りましたけれども、70年ぶりなんですね、改

正が。こうしたときに、法律の改正をすると

き、県あたりに、国のほうから事前に、レク

とか、そういったことで決めましょうかと

か、そういう御相談とか会議とかあるんです

かね。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 漁業制度の改革についての御質問でござい

ますが、ことしの６月から、国のほうから説

明会等を開催されておりまして、私どもも出

席をさせていただいております。それから、

私どもだけでもなく、漁業関係団体の方々へ

も、御説明できる範囲でということで、説明

会を随時開催されているところでございま

す。 

 

○井手順雄委員 そう言うけれども、もう事

後承諾みたいに１カ月ぐらい前ですよ。こう

決まりましたという説明会がありました、漁

業組合に。これは、漁業者抜きのところの法

案改正ということで私たちは認識しておりま

すけれども、与党がすることですけんが、な

かなか痛しかゆしのところがあるんですが、

やはりもうちょっと周知していただいて、中

身をやっぱり漁業関係者に伝えて、納得した

ところでこういう改正案を出していただくよ

うな対応策を県のほうからやはり国に対して

申し上げるべきじゃなかろうかというふうに

思っております。 

 この中身において、要は地元の漁業権あた

りを優先的に今までやっておったのを、何か

こうそれを廃止するとか、そういうところは

どういった中身になるんですかね、改正案

は。団体支援総室に聞きます。 
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○山口裕委員長 いや、きょうは来ておりま

せんので、水産でお願いします。 

  （「委員長、その他で話さなんたい、こ

れ」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 関係ないとは言われぬです

けれども……。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 先ほど、国のほうにやっぱりしっかりと意

見を言うべきではないかという御意見をいた

だきました。 

 私どもも、それ非常にそのとおりかという

ふうに思っておりまして、政府提案では、私

どもも国の方に行きまして、やっぱりしっか

りと漁業の方々が不安のないように説明を丁

寧にやっていただきたいということ、それか

ら、非常に限定的に国のほうは情報を出され

ておられましたので、できるだけ早く、工程

であるとか、具体的な要領であるとか、そう

いうことをお示しいただきたいというような

ことでお願いをしているところでございま

す。 

 改革の中身につきましては、非常に多岐に

わたりまして、新たな資源管理システムの構

築であるとか、漁業者の所得向上に資する流

通構造の改革とか、もろもろございますけれ

ども、私どもが一番熊本県のほうに関係があ

るのではないかというところが２つございま

す。 

 １つは、魚類養殖業などへの民間企業の参

入を促すために、海面利用制度を見直すもの

で、これまで地元の漁協や漁業者に優先的に

漁業権を付与されてきた制度を廃止するとい

う点が１つ。 

 それから、もう一つが、科学的な水産資源

の管理を強化していくために、新たな資源管

理システムを構築するもので、漁獲可能量管

理を拡大するとともに、その漁獲可能量をさ

らに漁船ごとに割り当てる個別割り当て、Ｉ

Ｑ制度を導入されるというふうなことかとい

うふうに思っております。 

 ただ、この２点につきましてですけれど

も、まず、１点目の漁業権関係の優先順位に

つきましては、基本的に、今しっかりと漁業

者の方々、操業されている漁業権について

は、そのまま免許をすると。 

 それから、２点目の科学的な漁獲管理につ

いては、これについては、まず、漁獲量がた

くさんとれる、それから大規模にとる、国の

許可を受けてとる漁業などが、まずは中心的

に進められるというふうに聞いております。

ですので、もちろん今後も漁業者の方々、不

安がないようにしっかりと国にも御意見言っ

ていきたいと思うんですけれども、今のとこ

ろは大きな影響はないのかなというふうなこ

とを考えております。 

 

○井手順雄委員 漁業権というのは、例えば

現時点の法律で行くならば、単協あたりが、

漁業日数に応じて、正組合員、准組合員とい

うあたりを決定しとるということであります

けれども、今の話を聞いとけば、株式会社が

新規参入したいというときにはどうなるんで

すか、逆に言うなら。組合さんが、その人た

ちに漁業権をやらなんごつなるわけですか。

それとも、県やら国が、この人に漁業権を与

えなさいという。それはどういったスタンス

になるのか、具体的には。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今ちょっと先ほども申し上げましたけれど

も、基本的に、今しっかりと使われている漁

業権につきましては、以前と変わらず漁業協

同組合等に免許をされる。それと、それ以

外、実際に使ってないところとか新規参入に

ついては、それは客観的に優先順位を考えて

免許をするというふうに聞いております。 
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○井手順雄委員 免許するのは、誰が免許す

るわけですか。 

 

○山田水産振興課長 漁業権のほうは、県が

免許することになっております。 

 

○井手順雄委員 それは、区画漁業権とか、

そういった免許法のやつですね。なら、組合

員じゃなくてもそういう免許は出すというこ

とですたいね。今から先は、逆に言うなら

ば。 

 

○山田水産振興課長 現在、区画漁業権につ

きましても、一部は直接養殖業者の方に免許

をしている事例がございます。例えば、クル

マエビもしくは真珠等の免許がございます

が、今回は、それ以外の、今まで特定区画漁

業権、漁業協同組合に免許された漁業権なん

かについても、民間の新規参入の方も免許を

受けられる可能性があるということでござい

ます。 

 

○井手順雄委員 そうした場合、例えば21号

協議会なんていうところは全然通らぬでも、

普通の株式会社が、県が免許を出したらどこ

でも操業ができるということですたいね。そ

ういう考えで行くならば。そこ辺はどうなる

んですか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 これまでは、行ってきました漁業権の免許

をするまでに、当然、事前の漁業調整という

のが必要でございました。これについては、

依然として漁業調整は必要であるというふう

に考えておりますし、それをきちっとやった

上で漁業権の免許をするべきだというふうに

考えております。 

 

○井手順雄委員 言っても話が終わらぬけ

ん、後日、組合長さんたちを集めて、こうい

った、やっぱりこうなりますよというのを詳

細まで教えていただければありがたい。 

 もう１つ、海区調整委員なんて今決めてま

すけれども、選挙によって。こういった方法

も何か変わってくるというようなことをお聞

きしましたけれども、どういった選出方法に

なるんですか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 海区漁業調整委員会は、今熊本県で、熊本

有明海区漁業調整委員会、それから天草不知

火海区漁業調整委員会の２つございます。構

成は、漁業者代表の方、学識経験、それから

公益代表の方で構成をされております。 

 委員、今お話があったとおりに、漁業者代

表の方につきましては、選挙をするというこ

とで選んでいただいておりますけれども、改

正後は、知事選任ということで、選任方式の

委員というふうに変わるということでござい

ます。 

 

○井手順雄委員 具体的に、知事選任という

ても、どの人をどういう選任したがいいかと

いう取り決めはどうするんですか、中身につ

いての規定は。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 そのような詳しい具体的な要領であるとか

選出方法については、まだ国のほうから御説

明がなくて、私どもも、まだちょっと詳細は

把握していないところでございます。 

 

○井手順雄委員 それも含めて説明していた

だきたいと。 

 もう１点、ノリの入札が６日に始まりまし

て、今回のノリ、やっぱり去年に比べたら、

１枚当たり４円安ですよ。そして、札なし、
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いわゆる入札にかからないノリも出てきた

と。初入札でこういった事態というのは、い

まだかつて私にもわかりません。経験したこ

とがないような不作であります。 

 しかし、ここのところの雨で若干色が戻っ

てきているというようなよか状況もあります

けれども、やっぱりこういった状況の中で、

11日の日に、熊本市と１部会、２部会の組合

長さんたちが農水省に行かれて、諫早の排

水、この排水門が南と北とあるんですけれど

も、南のほうが余計あけとるんじゃないか

と、それで赤潮が発生して栄養塩がなくなっ

たんじゃないかというような疑義を持たれて

行っておられます。そこ辺は御存じですか。 

 

○山田水産振興課長 はい、承知いたしてお

ります。 

 

○井手順雄委員 実際、諫早は──農水省に

私も問い合わせてみました。そしたら、１日

置きに南と北をあけてますと。何で１日置き

にあけるんですかと、同時にあければよかっ

じゃなかですかという話と、私も、昨日で

す、福岡の漁業者団体の方とお会いして、実

際はどうなんですかと、いや、冬場は北門は

あけてませんと漁業者はおっしゃいます。全

て南から出していますというようなことを言

われます。これは、事実どうなんでしょう

か。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 私どもは、公表されている１日置き交代交

代にあけられているというふうにお聞きをい

たしております。実際に、そのあいてないと

いう……。 

 

○井手順雄委員 逆に言うならば、県として

は、諫早のことに関しては、国の施策である

から、経緯とかそういった開門に関しては、

なかなか意見が出せないというようなところ

もあると思います。しかしながら、常時排水

した水は、どやんした影響を熊本県に与えて

いるのか、ノリに対して。このことは知るべ

きであろうと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

○山田水産振興課長 漁業者の方々が、やは

り大変不安に思っておられるということは、

非常に大切なことかというふうに認識いたし

ておりますので、私どもも注視をしていきた

いというふうに思っております。 

 

○井手順雄委員 ですから、この先やっぱり

どんな水が出てきているのか、どういった、

有明海の滞留でノリに影響が出るのか、それ

をどうして──影響があるならば、こうした

対策をとるべきなのか、こういうのを県に把

握しとってもらわぬと、我々漁業者も大変な

生活がかかって、ノリがこれだけ色落ちする

と、やっぱりそういった疑心暗鬼になってき

ます。だけん、そこら辺は明確にしていただ

きたいということを要望して、もう要りませ

んので、お願いしときます。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○山本伸裕委員 私も、今の件でちょっと質

問しようと思っていたんですけれども、これ

は、前回の委員会のときも水質調査を求める

べきだというようなことを申し上げておりま

すけれども、一連の経過を──報道を見る

と、排水が色落ちに影響しているというよう

な見方では一致しているのかなというふうに

思うんですけれども、その辺は、九州農政局

とか県とかとの間で原因の意見交換なんかは

されてるんですか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 
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 排水門の排水の状況と色落ちとの関係につ

いて、直接議論をしているということはござ

いません。 

 

○山本伸裕委員 やっぱり南側の排水が影響

してるんじゃないかというようなことで、漁

協の皆さんなんかが言ってるわけだから、そ

ういう点では、水質検査、そして公表です

よ。それをしっかり国に対して求めるべきだ

というふうに思います。 

 そもそも、常時開放すれば、わざわざ水を

腐らせて排出するような必要がないわけだか

ら、何でそういうわざわざ腐らせるようなこ

とをやってんだというふうなことも非常に強

く思っているところですけれども、国に対し

て、ぜひそれは検査と公表を求めていただき

たいと思いますけれども。 

 

○山口裕委員長 要望でよろしいですか。 

 

○山本伸裕委員 検査と公表を求めていただ

きたいということについては、どうでしょう

か。 

 

○山田水産振興課長 いずれにいたしまして

も、やはり漁業者の方々が非常に不安を持っ

ているということは大変重要なことだと思っ

ておりますので、漁業者の方々の不安を解消

していただけるような意味でお願いをいろい

ろとしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○ 委員 アサリに関してちょっと関

連で質問なんですが、平成29年度で３億円の

漁獲金額があったということなんですが、こ

の３億円の、それをとってる漁師さんの事業

体の数はどのくらいあるのか。それで、あと

覆砂事業を県内各地でやってると思うんです

が、その費用、覆砂の事業費というのは幾ら

ぐらいなのか。それとあと、この３億円に

は、北朝鮮とかそういうところから持ってき

たアサリを何カ月か育てるということですか

ら、それも含まれてるのかどうか教えてくだ

さい。 

 

○山田水産振興課長 申しわけありません。

経営体のほう、ちょっと統計が今手元にござ

いませんので、確認をちょっとさせていただ

きたいと思います。 

 それから、アサリの蓄養の部分が入ってい

るかというお問い合わせにつきましては、先

ほどもちょっと御説明いたしましたが、漁業

行為ではないと、蓄養については、出荷調整

行為であるということで、この３億円には当

然入っておりません。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 覆砂の事業費につ

きましては、有明海で実施しました事業費と

しては、今年度分では約２億7,000万、あ

と、八代海につきましては１億2,000万でご

ざいます。 

 

○ 委員 そもそも、このアサリの漁

獲高の目標というのがあるんでしょうか。そ

れを教えてください。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 水産業基本構想で3,000トンを目指してい

きたいということで頑張っているところでご

ざいます。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○ 委員 結構です。 

 

○氷室雄一郎委員 前回の質問でお尋ねをし

て、今回、この漁業の生産金額について出さ

れたわけですけれども、漁獲量と営業回数と

いうのは毎回出していただいとったんですけ
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れども、もちろん漁獲量も少なくなってく

る、経営体も少なくなっているということで

あれば、当然、この金額も減少するというこ

とは、もう大体わかるんですけれども、この

中でも上向きのところもありますし、４つの

金額を示されておりますけれども、一応これ

から希望がある部分もあるわけでございます

けれども、この漁獲量と経営体数と金額の表

につきまして、ちょっと部長の御意見、こう

いう資料を出しましたよと、これについてど

う考えておられるのかということを若干御説

明いただければと。 

 

○福島農林水産部長 農林水産部長の福島で

す。よろしくお願いします。 

 全体的には、もちろん漁獲金額等減ってい

るところでございますが、特に本県、養殖業

が盛んでございまして、たしか全国で４位ぐ

らいだったと思います。生産額はですね。 

 そういうことで、特に養殖につきまして

は、ノリは、ことし、先ほど井手先生から御

指摘ありましたように、ちょっと厳しい状況

でスタートしましたけれども、この２年間、

非常に、平均単価も高いところでございます

し、魚類養殖につきましても、今お示しして

いるようなものも初め、あと新たにヒトエグ

サですね。 

 先ほども説明しましたけれども、ヒトエグ

サの養殖の拡大とか、いろんな新たな取り組

みによって伸びている部門もありますので、

我々としましては、当然、水産業の振興、本

県の産業の中でも大きなウエートを占めてい

ると思っておりますので、精いっぱいやれる

ことを努力していきたいというふうに思って

おります。 

 

○氷室雄一郎委員 両方、量も減っていく、

事業体数も減っていく、また金額も減ってい

く、当然その状況なんですけれども、今部長

が言われたように、やはり毎年毎年、また、

中長期的にも、さまざまな手を打っておられ

て、こういう支えがあって、このような状態

ではないかと判断しているわけでございます

けれども、非常に希望が持てる部分と厳しい

部分もありますので、その辺をやっぱり精査

をしながら効果的な手を打っていただければ

ということを要望しておきますので、よろし

くお願いします。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○西山宗孝委員 ノリの、さっき井手先生の

ほうからも話がありましたけれども、非常に

ことし、秋芽については60何％程度、金額も

随分下がっているんですけれども、いろいろ

海域の改善とか、あるいは、赤潮の対策等々

が、４県漁業の中でも共同でされている対策

もあると思うんですけれども、毎年毎年よか

ったり悪かったりというのは、これはつきも

のだと思うんですが、いろんな研究あるいは

開発等々をされている中で、今現在で、こと

しの秋芽について、これぐらいの量──金額

は、量、質によるんですけれども、今回のこ

の減少、地域、地区回りますと、やっぱりと

れてるところと全然とれないところとかまち

まちなんですが、ほとんどよくないというこ

とで、近年まれに見る不作ではないかという

印象もお持ちになっているんですよね。 

 この秋芽に対して、今、県としていろんな

情報をお持ちでしょうが、今の段階でどのよ

うな見方をされているのか、要因についてお

聞かせいただきたいと。 

 

○山田水産振興課長 ノリの色落ち関係につ

きましては、種つけについては、10月25日に

スタートいたしまして、先ほども御説明しま

したように、おおむね順調ということでござ

いましたが、11月の中旬ごろから珪藻プラン

クトンがふえ始めております。それとともに

徐々に栄養塩の減少が始まったということ
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で、さらに、11月の27日には、珪藻プランク

トンが高密度、高範囲化したということで、

赤潮状態になってきた状況でございます。 

 このために、健全なノリの成長に必要な栄

養塩期待値を大きく下回ってしまったと。こ

のため、浮き流し漁場、もしくは支柱漁場の

沖側でノリの色が薄くなる色落ちが発生をし

たというふうな経過でございます。 

 12月の７日以降、雨が降り始めまして、ま

た、しけ等が少しあったということで、珪藻

プランクトン、まだまだおりますけれども、

少し減少傾向になって、12月の10日に、県漁

連さん、それから関係機関と一緒に行いまし

た病害診断等を見ますところによると、色調

は、やや回復ぎみであるというところでござ

いました。 

 今後の気象状況を見ますと、どちらかとい

うと珪藻プランクトンが増殖しそうな予想で

はございません。気象庁さんの予想を見ます

と、そういう増殖しそうな状況ではないとい

うことなので、今後、少し色がさらに回復し

てくれればなというふうに考えております。 

 また、これは前々から漁業者の皆さん方に

募集をさせていただいておりました一斉撤去

につきましても、非常に前向きに捉えていた

だきまして、12月の25日までに撤去をして27

日から張り込もうということで、ことしも、

一斉撤去について、皆さんの合意が図られて

いるというところで、次の秋芽網ももちろん

大事ではございますが、それを引きずらず

に、冷凍網のほうの生産にも、とれるように

ということで皆さん方と協力してまいりたい

というふうに考えております。 

 

○西山宗孝委員 引きずらずにとれるように

という気持ちはよくわかるんですけれども、

大方自然の影響が相当大きいということはわ

かるんですけれども、毎年、業を営む方々に

ついては、私たちも地元ではあるからある程

度は聞くんですけれども、専門的な話になる

と、いや、風が吹かぬけん、荒れとらぬ？、

あるいは水温が高い、低い、いろんな要素の

話があるんですけれども、長年、県のほうで

も、水研を含めて、養殖ノリも含めて、経験

も研究もされていると思うんです、環境につ

いても。 

 そういうことで、もうちょっと今シーズン

なら今シーズンのノリのありよう、環境のあ

りようについて、少しばかり深堀りをする─

─深堀りといいますか、研究、調査を深堀り

しとかないと、環境次第で左右されるという

ことは、もう誰だってわかるんですけれど

も、せっかく研究も含めてされているので、

そういったところを含めて、今後の養殖ノリ

についての見込みなりをどうお考えなのか。

必要な助言をやっていくという話もありまし

たので、具体的なこととしてどういうお考え

なのか、お伺いしたい。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ノリの養殖を取り巻く環境というのは、や

はり決して楽観できるものではないというふ

うに思っております。 

 １つは、環境の問題としては、高水温化、

水温がやはりなかなか上がってきているとい

うようなことで、それに対する策としては、

高水温に対応できるような種の開発につい

て、１つは努力をして、それから種つけや、

もしくは養殖スケジュールも、その気候に合

わせた養殖スケジュールを指導していくとい

うふうなことを基本的に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○西山宗孝委員 ノリのことも含めて、もう

１ついいですか。 

 アサリについて、春先か昨年でしたっけ、

ここ５年ぐらいで10倍ぐらいの漁獲量を目指

すということを、たしか県のほうで発表され

ていると思うんですが、アサリについては、
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少し改善しつつも、なかなか厳しい状況にも

あると、現場のほうでは聞いてるんですが、

加えて、アサリがないときには、ハマグリな

っとあればという話もよくあるんですけれど

も、ことしがハマグリがほとんどとれてない

という話も伺っておりますので、そのあたり

はどの程度把握されておられますか。アサリ

についての何か施策も、ここに１行２行書い

てあるんですけれども、ぜひお聞かせいただ

きたいと。 

 

○山田水産振興課長 ハマグリにつきまして

は、農林水産統計で、ハマグリの統計が、ハ

マグリとして出なくなってしまったというこ

とで、私ども非常に状況を把握しづらくなっ

ておりますけれども、聞き取りで漁獲量の推

移あたりは一応見させていただいているとこ

ろでございます。 

 それによりますと、50トン前後で近年は進

んでいるというふうに思っております。やは

り資源水準はあまりよろしくないというよう

なことで、実際には、資源状況の現地の把握

であるとか、アサリでも有効であります袋網

の設置、それから被覆網の設置などの中間育

成技術の開発に取り組んでいるところでござ

います。 

 それとあわせて、平成25年に水産研究セン

ターのほうで「熊本県ハマグリ資源管理の手

引き」というものを出させていただいており

ます。それに基づいて漁獲サイズの大型化等

の取り組みを進めるようにということで、漁

業者の方々とやりとりをさせていただいてい

るというところでございます。 

 

○西山宗孝委員 量は少ないんですけれど

も、非常に単価が高くて、ノリの合間とかそ

ういったときに、非常に漁民にとってみる

と、ハマグリも大事な資源であるということ

で、ハマグリだけの環境研究には終わらない

と思うんですが、アサリも含めたところで、

ぜひともハマグリにも視点を当てていただい

て、研究なり指導をしていただきたいという

ふうに思いますが、ノリのことも含めて、１

年間、このシーズン期間の１年間を単位をし

たときに、先ほどもお話ししましたけれど

も、いろいろ指導はしていかれる、研究もし

ていかれる、環境についても情報提供をされ

るとしても、果たしてこの繰り返しが、ノリ

なりアサリなりに、じゃあ何年かたったら成

果が出るのかどうかということも含めて、確

かにノリの質、養殖ノリの質については、改

善されていって、非常に環境に強いといいま

すか、良質のノリを研究されていると思うん

ですが、総合的に見たところで、何年先にな

ると、環境は天任せとしても、施策する側で

少しぐらいはそれに打ち勝てるぐらいの対策

も考える必要があるんじゃないかと思うんで

す。 

 我々も、一般の漁民の方々の評判なりうわ

さを聞いて、毎年風が吹けばよかばってんな

とか、冷えんもんなとか言いながらも、じゃ

あ暑過ぎるという話がある中で、実際、県に

聞いてみると、水質が非常に低過ぎて伸びな

いというノリの時期もありましたよね。そう

いったこともあるので、もう少しこの深堀り

したところで、３年後、５年後、あるいは来

年に向けてのそういった改善点なりが見えて

くれば、非常に漁民も我々もわかりやすいか

なと思うんですが、いかがですか、お考え。 

 

○山田水産振興課長 漁業者の方々の御意見

も伺いながら、水産研究センターと連携して

前向きに取り組んでいきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○山口裕委員長 よろしいですか。 

 

○西山宗孝委員 はい。 
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○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩中伸司委員 今の関連で、ずっとアサリ

の漁獲量、これ36ページに、いつも大体──

今回は、金額で示してありますけれども、こ

ういう漁獲の経過については報告をいただき

ますが、いつも思うのは、極端にずっととれ

なくなっているアサリのグラフ、これで行け

ば、金額で書いてあるものは、1979年では約

93億、しかし、2017年では３億ということ

で、非常に極端に減ってきて、極端に減った

後、ずっと横ばいなんですが、最近は、いろ

んな苦労をされて、何倍か伸んできたという

こともありますけれども、これだけ有明海の

漁獲量もずっと減ってきているんですが、素

人で考えても何か自然現象があるのかなとい

うふうな思いですけれども、漠然とした質問

で申しわけないんですが、そこら辺は、環境

の変化がどう影響するのかということは想定

でもわからないですかね、今。想定すること

はできないですかね。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 アサリが大幅に減少していることにつきま

しては、もう本当にいろんな要素がかかわっ

ているのかなと思っております。正確には、

先ほど局長からの答弁もありましたように、

特定はされていないということでございます

が、やはり１つは、とり過ぎの部分、それか

ら１つは、アサリと競合するホトトギスガイ

というのが非常に繁茂しまして、非常に生息

環境を悪くした、それから、ナルトビエイと

かツメタガイなどの食害生物が出てきた、そ

れから、水温の変化とかいろんなものがある

のかと思いますけれども、それが複合的に作

用して現在のところの推移になっているのか

なというふうに思っているところです。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、この熊本県の

状況はわかるんですが、全国的にアサリとい

うのはそういう動きになっているんですか

ね。 

 

○山田水産振興課長 全国的に、やはりアサ

リの生産量は落ち込んでいる状況でございま

す。 

 

○岩中伸司委員 私は、自然現象の中で、い

ろんな人的なやつも──私は、いつも諫早湾

のことを言うんですが、今ちょっと議論に出

た、漁業者が、もうあそこから悪水が出るの

で、ノリに影響があるんだということが言わ

れるんですけれども、その悪水をつくってい

るのは、干拓をしたということで農業者にも

問題が今出てきているようですけれども、自

然全体に、有明海のこの閉鎖的なところに、

ああいった形で人的に──そしたら、あそこ

から排水も出さないようにしたら、ずっと堤

防を高くしてためるしかないんですよね。原

発と同じだなという感覚を持つんですけれど

も、もっともっとやっぱり我々は、自然と共

生をするという原点に立った漁業も農業もや

っていかなければいけないなというふうに思

うところです。 

 ですから、この極端に下がっているところ

の原因、今幾つかお示しいただいたんですけ

れども、今後も本当に研究してもらって、例

えば諫早湾の排水が影響を与えるとしたら、

先ほどから言われているようにノリに影響を

与えるとしたら、諫早湾の開門が、去年から

始まったのか、ずっと続いているのか、こん

なことも含めて検討する必要があるなと思い

ます。 

 これは意見です、私の。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 別冊の11ページから、栽培

漁業、そして資源管理型漁業の推進というこ
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とで、漁獲量を上げて持続的可能な水産業を

確立する目的で種苗の放流されとるお話を伺

ったところです。前回の委員会のときに申し

たウナギも上げていただきまして、ありがと

うございます。 

 魚種によって放流した大きさとその規格を

設けて、その小型の魚であったりそういった

ものを再放流する取り組み等行われていると

思うんですけれども、ウナギにおいても、禁

漁期間を設けて、この期間は親のウナギはと

っちゃだめだよという期間もあるんですけれ

ども、なかなかその周知ができておらず、地

場の新聞社さんが取り上げて、その禁漁期間

に近くの小川で太かウナギがとれたぞという

写真が載って、さらには、そのウナギは最後

には食うてうまかった、再放流せずに食うて

うまかったぐらいのことが書いてあったりし

ている事例もあるんですよ。 

 そういった中、先般山口県のほうに皆さん

と視察に行った中で、山口県においても、県

を挙げて、水産団体とともに、キジハタの養

殖というか種苗から育てるのをされておるん

ですが、そういった30センチ以下だったです

かね、のキジハタをとったら再放流しましょ

うみたいな大きなポスターを使ったりとか、

いろんな取り組みをされておられるようであ

ったんですが、本県において、そういった各

魚種によっての禁漁期間を設けたりとか、そ

れを漁業者だけではなくて、その一般の釣り

客とか皆さんに周知するような取り組み、ど

のようなことを行っとるか、お尋ねします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資源管理についても、栽培漁業との両輪と

いうことで、大切なことであるというふうに

思っております。 

 振り返りますと、昭和63年ぐらいから資源

管理というようなことが特に言われ始めて、

資源管理計画などの策定などに取り組み始め

たところでございます。 

 先ほど委員御指摘がありました、何センチ

以下は再放流であるとかというような取り組

みをやっておりまして、具体的に言います

と、平成５年度から、マダイ、それからヒラ

メ、それから、ガザミについては、平成13年

度からということで、15センチもしくは20セ

ンチ、それから12センチということで、ちっ

ちゃいものについては放流をしましょうとい

うようなことを取り組んでおります。 

 主体といたしましては、資源管理実践協議

会というふうなことで、漁業者の代表の方が

入っていただいたり、漁協の代表の方が入っ

ていただいたり、私ども、それから市町村が

入っていただいて、その協議会を組織して、

しっかりと周知をしてきたつもりでございま

す。漁業者の方々は、随分御理解をいただい

ているというふうに思っております。現在

も、県漁連のホームページには、そのような

関係の事柄について載せていただいていると

ころでございます。 

 また、堤防のところに看板を置いたりと

か、それから、ポスターをつくりまして、お

配りをして啓発に取り組んできたというとこ

ろでございます。 

 ただ、やはり若干遊漁者の方々等につきま

しては、なかなか周知に苦労するといいまし

ょうか、組織的なことができないというとこ

ろで、まだまだのところはあろうかと思いま

すので、引き続き啓発関係にも努めていきた

いと思っております。 

 それから、先ほどウナギのことをお話があ

りましたけれども、ウナギにつきましては、

大変やはり減ってきているということで、皆

さんの御努力で、平成25年から、親ウナギの

半年間の禁漁というものを皆で取り組みを始

めたところでございます。 

 これにつきましても、今でも一応やっては

おるんですけれども、さらに啓発が進むよう

にということで、県の広報であるとか、それ
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からポスターとか、そういうもの、できるも

のを検討して対応していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 ぜひ、基礎自治体である市

町村さんも交えて、その啓発活動に努めてい

ただいて、周知することで資源回復を図って

いただきたいと思っております。 

 よければ、何かポスターだけじゃなく、知

らないマスコミさんもいらっしゃるものです

から、そのマスコミさんからのコマーシャル

といいますか、そういったのもやられたらど

うかと思うものですから、引き続き取り組ん

でいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○ 委員 せっかくですので、ノリの

養殖についてお尋ねします。 

 近年、ノリの需要が全国的にすごく高くな

ってると。コンビニでおにぎりがどこでも売

られるようになってから、ノリの生産額もふ

えていると思うんですが、金額もそれに伴っ

て上がってるというふうに認識しているんで

すが、毎年のようにノリの色落ちの問題とか

いろんな赤潮などの問題ですね、いろんな問

題が発生しているように思うんですが、そも

そも、今有明海でノリ養殖というのは盛んな

んですが、これも適正な基準なんでしょう

か。生産過剰に陥って、それによってノリ色

落ちが起こって、そういう被害が多発してい

るのか。純粋に、まだキャパが海にありまし

て、まだまだノリの養殖はもっと生産が可能

であり、その辺がちょっとわからないんです

が、県は、どういうふうに考えているのか、

教えてください。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 今おっしゃったように、意外と最近ずっと

高値でノリは取引をされております。その点

からいいますと、やはり需要が非常にあるか

と思います。生産者の方々も、毎年少しずつ

減っておりますので、生産規模はある程度維

持はしているものの、十分まだ需要があると

いうことでございます。 

 ただ、海の中でどれぐらいのキャパかある

のかということについてなんですけれども、

毎年、確かに色落ちの問題という話は時期的

に出てまいります。毎年の降水量、降雨量

と、それと、プランクトンの発生状況等によ

って、それは影響を受けるということでござ

いますので、一概に今非常にノリのやり過ぎ

だとかということはちょっと論じにくいのか

なと思っております。 

 それと、以前から比べると、先ほども申し

上げましたように、経営体数も若干減ってき

て──若干といいましょうか、経営体自体か

なり減ってきているということから考えます

と、キャパを超えてるということにはならな

いのかなというふうに思っております。 

 

○ 委員 了解しました。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 それでは次に、地球温暖化

対策に関する件について質疑はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 ないようですので、質疑を

終わります。 

 それでは、続きまして、付託調査事件の閉

会中の継続審査についてお諮りいたします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに御異
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議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 その他に移ります。その他として、何かあ

りませんか。 

 

○山本伸裕委員 以前もちょっとお尋ねした

んですけれども、気候変動適応計画ですね。

これは県として策定されてますかというふう

にお尋ねしたら、第五次県環境基本計画で書

かれているというようなことなのかなという

ふうに受け取ったんですけれども、その理解

でよろしいですか。 

 

○橋本環境立県推進課長 県としての適応計

画につきましては、御発言のとおり、環境基

本計画の中で策定し、位置づけております。 

 

○山本伸裕委員 それで、実際、現物見てみ

たんですけれども、９ページのところに「気

候変動に適応する」というようなことで、概

要で４行、具体的な取り組み例で４項目書か

れてるんですね。 

 これは、他県の計画なんかも見てみたんで

すけれども、もう圧倒的に違うんですよ。こ

れ、温暖化対策についての先ほどの御報告、

県としての取り組みありましたですけれど

も、ただ、温暖化そのものは、熊本県独自に

幾ら頑張っても、温暖化自体はとめられない

んですよね。温暖化が進んだときに、どう都

道府県が対応するかというのは、まさに都道

府県の姿勢が問われることになるわけです

ね。だから、そういう点では、この適応計画

というのはすごく大事だと思うんですよ。 

 鹿児島とか北海道の計画書を見たんですけ

れども、すごく充実してて、例えば今後の予

測なんかについては、気温がどう上がってい

くか、降水量がどうふえていくか、海水温が

どう変化していくか、台風の発生とか、そう

いうことについて予測をした上で、それぞれ

どう対策をとっていくかというようなところ

も、かなり個別に具体的に詳しく書かれてる

んですよ。 

 鹿児島なんかを見ると、例えば農業の影響

では、水稲、果樹、園芸作物、畜産、それか

ら病害虫、農業生産基盤、森林・林業では、

山地災害とか、治山とか、天然林とか、特用

林産物とか、水産業では、海面漁業、海面養

殖業、漁協、漁村、それから水環境では、沼

とか、ダム湖とか、閉鎖性海域とか、水の供

給についてとか、自然生態系についての影響

とか、野生鳥獣とか。それからずっとあるん

ですけれども、災害についても、やっぱり従

来の状況よりも予測を超えたような災害が現

実に発生しているわけですから、水害、高

潮、あるいは高波とか、非常に細かく、予想

される影響についてどういうふうに対策をと

るかと。 

 土砂災害とか、あるいは健康被害ですよ。

熱中症とか、感染症とか、インフラ整備と

か、こういった点について、やっぱり国の方

向性を受けて、やっぱりこれ県の基本計画と

いうのは、平成28年策定ですけれども、やっ

ぱり改めて検討して新しいものを策定すべき

じゃないかというふうに思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○橋本環境立県推進課長 県の環境基本計画

における適応分野につきましては、現在、防

災、農業、水産業、健康の４分野について記

載しております。一方、国の適応計画のほう

では、７分野ということで適応策について記

載されているところでございます。 

 適応方策につきましては、ことし６月に気

候変動適応法が制定されまして、これを受け

まして、先月、11月27日に、国のほうで、気

候変動適応法に基づく適応計画が閣議決定さ

れ、さらなる充実強化が図られることとした

ところでございます。 
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 これを受けまして、県のほうでも、国の閣

議決定を受けました適応計画等を詳細に見な

がら、県の適応計画についても充実強化につ

いて、また検討していきたいと考えておりま

す。 

 

○山本伸裕委員 もう既にホームページにな

んかでも他県の計画書なんか出てますし、や

っぱりそういう点では、熊本県も早急に検討

作業に入ったほうがいいのではないかという

ふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

 

○末松直洋委員 別冊の23ページ、本日は、

八代海湾奥部再生に向けた取り組みの説明が

なかったかと思うんですが、宇城市には湾奥

の特別委員会があるかと思うんですけれど

も、八代市の場合は、ちょっと私も勉強不足

で知らないんですけれども、熊本県と宇城

市、八代市あたりとの湾奥部のいろいろな調

査や対策はしていただいているんですけれど

も、浅海化について、地元の八代とか宇城市

との連携とか、そこら辺は図られてるんでし

ょうか。お尋ねします。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 八代海湾奥部につきまして、地元との意見

交換等につきましては、関係各部局含めまし

て、随時、意見交換、情報交換をさせていた

だいているところでございます。 

 

○末松直洋委員 宇城市には特別委員会があ

るかと思うんです。八代市の場合は、その委

員会とかあるんでしょうか。 

 

○橋本環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 宇城市のほうでは、特別委員会が開かれて

いるということで聞いておりますけれども、

八代市の情報については、現在のところ聞い

ておりません。 

 

○末松直洋委員 この湾奥部は、宇城市も八

代市も面しているので、両方どちらの市とも

連携を図って、地元の宇城市、八代市、ま

た、熊本県とやはり同じような意見を持って

国との交渉もしなければならないと思います

ので、ぜひそこら辺との連携を今後図られて

ください。 

 

○山口裕委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○山口裕委員長 以上で本日の議題は全て終

了しました。 

 それでは、これをもちまして、第18回有明

海・八代海再生及び地球温暖化対策特別委員

会を閉会します。 

 午前11時27分閉会 
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